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令和６年１月２６日（金） 

経済労働局中央卸売市場北部市場  

 

 

 

本日の予定 

 

１ 川崎市中央卸売市場北部市場について説明（約 15 分） 

２ 場内視察（約 40 分） 

３ 質疑応答（約５分） 
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川崎市中央卸売市場北部市場について

令和６年１月26日(金)
経済労働局中央卸売市場北部市場
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１ 北部市場の概要
開 場 昭和57(1982)年 7月 (令和6年7月で42年目)

位 置 宮前区水沢１－１－１
敷地面積 168,587㎡ (東京ドーム約3.6個分) 

業務内容
生鮮食料品等の流通
(生産地・漁港等から食料品等を集め、市場内取引の過程で『価格形成』を行
い、小売店・量販店・飲食店等を通じて消費者に食料品等を供給する)

取扱部門 青果、水産物、花き、関連商品
ビ ジ ョ ン 「首都圏における広域的食品流通の拠点」

場
内
事
業
者
数

卸売業者 ４社（青果１、水産２、花き１）

仲卸業者 65社（青果19、水産44、花き２）

売買参加者 639人（青果126、水産21、花き492）

関連事業者 74社（第一種55、第二種19）

その他業者 ２社（クリニック、郵便局）

周辺環境 東名川崎インターチェンジまで約1.5kmの位置にある

防災関係 県災害時広域受援計画において「広域物資輸送拠点」に、市地域防災計画に
おいて救援物資等の「市集積場所」に指定 3
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青果部・卸売場
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青果部・せりの様子
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青果部・仲卸売場
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水産物部・卸売場
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水産物部・せりの様子
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水産物部・せりの様子
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水産物部・仲卸売場
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花き部・仲卸売場
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花き部・せりの様子
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２ 機能更新における課題と対応の方向性
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① 施設の全体的な老朽化への対応

② 食品流通拠点としての機能の強化
ア 基本機能の改善・強化への対応
イ 時代の変化に伴う消費者ニーズの変化への対応
ウ 「物流の2024年問題」を踏まえた流通機能の強化

③ 災害時の支援物資の拠点としての機能の強化
ア 支援物資関連業務と市場本来業務の併存・同時

進行が可能な環境の確保
イ 市場関係者との災害時における対応方法の見直し
ウ 非常用電源設備等の機能強化

④ 市民に親しまれる市場化の推進
ア 市民来場機会の確保、直接的還元の促進

⑤ 市場の維持管理・運営の効率化及び特別会計の健全化・持続化
ア 民間活用による維持管理・運営の効率化
イ 敷地の有効活用による新たな収入の確保
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路上での荷捌き、車両の滞留
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路上での荷捌き
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強化が求められている低温管理設備（一例）
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３ 市場機能連携エリア(余剰地)の活用に当たっての考え方
○ 市場機能連携エリア(余剰地) には、卸売市場との相乗効果を生み出す機能(市

場機能の強化に資する機能、ハブ機能、地域の価値向上に資する機能等)を導入
し、卸売市場エリアと一体的な拠点とすることで、食品流通に求められる機能の変化
に柔軟に対応するとともに、地域に根ざした市場の活性化を図る。
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⑴ 「食品流通・加工・配送センター」など、従来の卸売市場の延⾧線上の使い
方を基本とした市場機能及び災害時支援物資拠点機能の強化

⑵ 卸売市場ならではの特色ある買い物・食事が楽しめる施設、食文化の発
展・継承を行う施設等による地域の価値向上

⑶ 中継機能（ハブ機能）等の充実による食品流通ネットワークの強化

これらの活用に際しては、周辺地域への交通等の影響を踏まえるとともに、
状況に応じた交通対策の検討を行う
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一般向けイベント（食育講座、市場見学、せり体験、花育講座）の様子
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一般向けイベント（食彩まつり）の様子
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年末一般開放の様子
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４ 今後の事業スケジュール
 意見募集結果の取りまとめ・報告の実施後、R6.3に『基本計画』を策定

 令和６年度中に事業者の公募・選定

 令和７年度中旬から環境影響評価、再整備に係る調査・設計等を開始
(※約３年半～４年を想定しているが、公募時の提案内容を踏まえて決定する)

令和11年頃・着工、令和19年頃・全棟供用開始

本スケジュールは、本市が考案したローリング工事モデルケースを踏まえて

設定したものであり、PFI事業期間等については、開発業者等選定に際し

ての民間事業者からの提案を踏まえ、決定します。
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（参考）基本計画の考え方に対する意見・要望等
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（市場関係者の意見）
⃝ 「食品流通拠点としての機能強化」や「市民に親しまれる市場化」は、今後も更に訴求される

要素になると考えられるので、積極的な推進を望む。
⃝ 機能更新は数十年に一度の大事業であり、整備した施設は半世紀に亘って使用することが

想定される。市場の持続的な発展に向けた非常に重要な取組なので、推進に当たっては、場
内事業者と十分に協議していただきたい。

⃝ 現市場は過去の改修等によりツギハギ状態。ソフト面が更新されても、ハード面がついてこれて
いない。全体的な機能更新を行うことにより、時代に即した市場が構築されると考える。大金
を要するが、今後50年にかけて、生鮮品の流通や食文化を守るための投資だと思ってほしい。

⃝ 現在のローリング工事モデル（青果部・花き部が西側敷地に仮移転するプラン）については
不安な点がある。配送棟への商品移送、敷地の狭隘による大型車両の動線確保・商品の延
着など。加えて、仮移転に必要な雑費用も発生し、事業者によっては存続問題となる可能性
も考えられる。より良い案の有無について、引き続きの検討をお願いしたい。

⃝ 機能更新後の市場使用料は、場内事業者が今後も継続して営業できる金額(水準)にして
いただきたい。事業者によっては存続問題となる可能性がある。

など。
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（地域住民等の意見）
⃝ 市場ならではのレストラン街があると良い。
⃝ 高さ制限の緩和は、最終的にどのくらいの高さになるのかが気になる。
⃝ 今の市場は立ち寄りがたい雰囲気があり、もったいないと思っている。
⃝ 駐車場が豊富にあると良い。

など。
（開発業者等の意見）
⃝ 生鮮品の重要な拠点となる市場であることを前提として、時代の変化に対応した流通機能の

強化等により、豊富な品揃え及び安定供給を持続するとともに、生産者・需要家のニーズに
応えられる市場づくりをお願いしたい。

⃝ 単なる老朽化した市場の建替えに留まらせず、北部市場の強みである立地優位性を生かし、
市内を超えた広域商圏の食品流通拠点として、競争力を備えた整備が必要と考える。

⃝ 昨今の建設費の高騰等を受けて、建設業界では過去に例のない状況が発生している。これら
の変化に対応することが必要であり、基本計画に定められていることについて、事業実施の各
段階において柔軟に変更しなくてはならない状況が想定される。

⃝ 公募にあたっては、民間事業者側において、できる限り自由に施設の配置やローリング工事計
画等を提案できるようにしてほしい。

⃝ 南部市場との役割・機能分担を意識したビジョン作りは適切だと思う。
など。
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